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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
け
取
り
は 

お
済
み
で
す
か
？ 

 

市
か
ら
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
通
知
書
が
自

宅
に
郵
送
さ
れ
て
い
る
方
で
、
ま
だ
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
受
け
取
ら
れ
て
い
な
い
方
に
、
再
度
、
交

付
の
お
知
ら
せ
を
送
付
し
て
い
ま
す
。 

交
付
通
知
書
の
受
取
期
限
を
過
ぎ
て
い
る
場
合
で

も
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
引
き
続
き
保
管
し
て

お
り
、
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

受
け
取
り
場
所
の
変
更
も
可
能
で
す
の
で
、
事
前

に
ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。 

お
早
め
の
受
け
取
り
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

○
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
（
※
２
月
末
ま
で
に
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
さ
れ
た
方
の
み
対
象
）
の
申

込
み
期
限
が
９
月
末
ま
で
（
※
各
決
済
サ
ー
ビ
ス

に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
）
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

ま
だ
、
お
申
し
込
み
で
な
い
方
は
お
急
ぎ
く
だ
さ

い
！ 

◎
問
い
合
わ
せ 

 

市
民
サ
ー
ビ
ス
課
市
民
福
祉
班 

（
℡
53
―
２
１
１
３
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「
障
が
い
児
者
相
談
会
」
を
開
催
し
ま
す 

 

  
 

障
が
い
に
つ
い
て
の
悩
み
や
困
り
事
な
ど
の
相
談

会
で
す
。
ど
な
た
で
も
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ

い
。
申
し
込
み
は
不
要
で
す
が
、
事
前
に
連
絡
い
た 

だ
く
と
ス
ム
ー
ズ
に
相
談
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
費
用
は
か
か
り
ま
せ
ん
。 

○
日
時 

8
月
23
日
（
水
） 

13
時
30
分
～
15
時
30
分 

○
場
所 

由
利
総
合
支
所 

会
議
室 

◎
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ 

 

障
害
者
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー 

（
℡
74
―
３
６
１
４
） 

 

ま
た
は
由
利
市
民
サ
ー
ビ
ス
課
市
民
福
祉
班 

（
℡
53
―
２
１
１
３
） 

  

 

ゆ
り
え
も
ん
送
迎
バ
ス
の
運
行
に
つ
い
て

 

９
月
の
ゆ
り
え
も
ん
送
迎
バ
ス
の
運
行
日
程
は
次

の
と
お
り
で
す
。
ご
利
用
に
な
る
方
は
指
定
場
所
に

出
発
時
間
ま
で
お
集
ま
り
く
だ
さ
い
。

 

・
鮎
川
方
面 

 
 
 
 

・
西
滝
沢
方
面 

９
月

 

６
日
（
水
） 

 
 

７
日
（
木
）

 

 
 

13
日
（
水
） 

 
 
   

   

  14
日
（
木
） 

 
 

20
日
（
水
） 

 
 
   

   

 21
日
（
木
） 

 
  

27
日
（
水
） 

 
   

28
日
（
木
） 

※
９
月
の
ゆ
り
え
も
ん
休
館
日
は
５
日
、
19
日
で
す
。 

（
時
刻
表
は
、
ゆ
り
え
も
ん
、
由
利
総
合
支
所
、 

由
利
福
祉
保
健
セ
ン
タ
ー
に
備
え
付
け
て
い
ま
す
） 

◎
問
い
合
わ
せ 
市
民
サ
ー
ビ
ス
課 

市
民
福
祉
班 

                    
 
 

（
℡
53
―
２
１
１
３
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日
本
赤
十
字
講
座 

「
人
生
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
考
え
る
」 

参
加
者
募
集 

 

誰
で
も
、
い
つ
で
も
、
命
に
関
わ
る
病
気
や
ケ
ガ

を
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
！ 

 

元
気
な
う
ち
か
ら
最
後
ま
で
自
分
の
意
思
で
生
き

る
た
め
に
、
前
向
き
に
残
り
の
人
生
を
ど
の
よ
う
に

生
き
、
ど
の
よ
う
な
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
迎
え
た
い
か
、

ど
の
よ
う
な
「
心
づ
も
り
」
や
「
準
備
」
が
必
要
な
の

か
、
み
ん
な
で
一
緒
に
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。 

○
講
師 

日
本
赤
十
字
社
秋
田
県
支
部 

稲
岡
先
生 

○
日
時 

９
月
８
日
（
金
） 

 

 

14
時
～
15
時
30
分 

○
場
所 

善
隣
館 

ホ
ー
ル 

○
持
ち
物 

筆
記
用
具 

○
参
加
費 

無
料 

○
定
員 

50
名 
 

○
申
込
締
切 

９
月
１
日
（
金
）
市
民
サ
ー
ビ
ス
課

（
℡
53-

２
１
１
３
）
ま
た
は
お
近
く
の
民
生
児

童
委
員
さ
ん
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い 

 

各

種

団

体1  
 

無
料
法
律
相
談
会
（
予
約
制
）
を
開
催
し
ま
す 

 

○
日
時 

９
月
６
日
（
水
） 

９
時
30
時
～
11
時
30
分 

○
場
所 

由
利
総
合
支
所 

会
議
室 

○
内
容 

相
続
、
遺
言
、
交
通
事
故
、
金
銭
貸
借
、
悪

徳
商
法
、
サ
ラ
金
、
損
害
賠
償
な
ど
の
法

律
全
般
の
相
談
（
担
当
は
弁
護
士
） 

○
相
談
料 

無
料 

○
そ
の
他 

相
談
は
予
約
制
で
先
着
４
人
ま
で
と
な

り
ま
す
。
相
談
時
間
は
原
則
１
人
30
分

以
内
で
す
。
相
談
時
間
を
有
効
に
活
用

す
る
た
め
、
事
前
に
相
談
内
容
を
担
当

弁
護
士
に
連
絡
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

の
で
、
差
し
支
え
な
い
範
囲
で
相
談
内

容
の
概
要
を
お
伺
い
い
た
し
ま
す
。
予

め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
秘
密
は
厳
守
い

た
し
ま
す
。 

○
申
込
み 

８
月
31
日
（
木
）
ま
で 

社
会
福
祉
協
議
会
由
利
支
所 

（
℡
53-

２
７
５
７
）
へ 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

花
ま
る
健
康
づ
く
り
教
室
の
ご
案
内 

「 

楽
し
い
リ
ズ
ム
体
操
で 

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
し
よ
う
！ 

」 

 

○
日
時 

９
月
13
日
（
水
） 

10
時
～
11
時
30
分 

○
場
所 

善
隣
館 

市
民
ホ
ー
ル 

○
講
師 

日
本
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
協
会
公
認 

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー 

 

佐
々
木 

も
と
子 

氏 

○
対
象 
概
ね
65
歳
以
上
の
方 

○
参
加
費 
無
料 

○
そ
の
他 

動
き
や
す
い
服
装
で
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

 
 

 
 

 

汗
拭
き
タ
オ
ル
、
水
分
補
給
の
た
め
の

飲
み
物
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。 

◎
申
込
み 

９
月
12
日
（
火
）
ま
で 

社
会
福
祉
協
議
会
由
利
支
所 

（
℡
53-

２
７
５
７
）
へ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                  ★
市
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ 

友
だ
ち
募
集
中
★ 

@
y
u
ri
h
on

j
o-

c
it
y 

（裏面もご覧ください） 

由利地域の 
いいとこ 

みつけよう！ 
 

スタンプラリーの 
期間は 11 月末 

までです★ 
 

詳しくは下記 
QR より！ 



                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ツキノワグマ出没警報期間が８月３１日まで延長となりました 

人身事故や人の生活圏への出没を防ぐためにも下記のチラシを参考にご

注意をお願いします。 

◎問い合わせ 産業建設課 農林水産班 （℡５３－２１１４） 


